
貨物軽自動車運送事業者で乗車定員２（４）の

バン型車両使用が可能となります

令和元年１０月１日

＜問合せ先＞

沖縄総合事務局 陸運事務所 輸送部門

ＴＥＬ ０９８－８７７－５１４０

令和元年１０月１日から、貨物軽自動車運送事業に使用できる車両について、乗

車定員２（４）名のバン型車両の使用ができるよう、公示の改正を行います。

この改正は、積載量を最大限確保するため等に乗車定員を２名に限定していた

従来の基準を、小型、軽量化の貨物を主に配送するという性格を持つ貨物軽自動

車運送事業においては、必ずしも最大限の積載量を確保する必要性が乏しいこと

や、構造変更等に関する事業者負担を軽減するために行うものであり、タクシー行

為を認めるものではありませんし、今まで同様にタクシー行為は出来ません。

※詳細は以下のリンク先を参照

（新旧対照表）

http://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/Unyu/link/191001-link1

